
방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 일부 개정(안)

1. 개정이유

새로운 기능이 추가된 무선기자재에 대한 적합성평가를 변경으로도 

적용할 수 있도록 하고, 제조 연월 표시 등의 정보를 다양한 방법으로

표시할 수 있도록 적합성평가 방법을 개선하기 위함

2. 주요내용

가. 무선기자재 적합성평가 변경절차 개선(제15조제1항제1호 및 제2호)

ㅇ 적합성평가를 받은 무선기자재에 새로운 무선기능이 추가될 경우

신규로 신청해야 하였으나, 변경절차로도 신청할 수 있도록 개선

나. 제조시기 표시방식 개선(별표 5 2호나목)

ㅇ 적합성평가 제조시기 표시방식에 대해 제조 연월 외에도 다양한

방법으로 표시할 수 있도록 개선

3. 참고사항

가. 관계법령 : 전파법 제58조의2, 제58조의3

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당사항 없음

라. 기    타 : 신·구조문 대비표, 별첨



放送通信機材等の適合性評価に関する告⽰⼀部改正（案） 

 
1. 改正理由 
新機能が追加された無線機材に対する適合性評価を変更でも適⽤できるようにし、製造年⽉表⽰などの
情報を様々な⽅法で表⽰できるように適合性評価⽅法を改善するため 
 
2. 主な内容 
イ. 無線機材適合性評価変更⼿続き改善（第 15 条第 1 項第 1 号及び第 2 号） 
ㅇ適合性評価を受けた無線機材に新しい無線機能が追加される場合、新規に申請しなければならなか

ったが、変更⼿続きでも申請できるように改善 
ロ. 製造時期表⽰⽅式改善（別表 5 2 号⽬） 
ㅇ適合性評価 製造時期表⽰⽅式について 製造年⽉以外にも様々な⽅法で表⽰できるように改善 

 
3. 参考事項 
イ. 関係法令：電波法第 58 条の 2、第 58 条の 3 
ロ. 予算措置：別途措置は不要 
ハ. 合意：該当なし 
ニ. その他：新・構造⽂対⽐表、別添 
  



방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 일부개정안

방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제1항제1호 중 “경우(형식기호에 영향을 주지 않아야 한다.)”를 “경우”로

하고, 같은 항 제2호 중 “무선기자재의 기기부호가 추가되는 경우 외에는

형식기호를 변경할 수 있다. 다만”을 “다만”으로 한다.

별표 5 제2호나목 중 “제조시기(제조연월로 표기)”를 “제조시기를 알 수 있는

정보(예 : 제조 연월, 제조 연월 조합으로 이루어진 로트번호, 제조 연월

조합이 포함되어 제조업자가 제조 연월을 입증할 수 있는 표시 등)”로 하고,

같은 목 각 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 소비자가 본문 중 제조시기를 알 수 있는 정보를 보고 제조

연월을 알 수 없다면 제조 연월을 별도로 표시하거나 제조 연월을

입증할 수 있는 정보를 사용자설명서, 포장, 인터넷 홈페이지 등을

통해 제공하여야 한다.

부칙 <국립전파연구원 고시 제2023-00호, 2023. 00. 00.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.



放送通信機材等の適合性評価に関する告⽰⼀部改正案 

 
放送通信機材等の適合性評価に関する告⽰の⼀部を次のように改正する。 
第 15 条第 1 項第 1 号のうち「場合(形式記号に影響を与えてはならない。)」を「場合」とし、同じ項第
2 号中「無線機材の機器符号が追加される場合以外は、形式記号を変更できる。 ただし」を「ただし」
とする。 
 
別表 5 第 2 号の中で「製造時期（製造年⽉に表記）」を「製造時期がわかる情報（例：製造年⽉、製造年
⽉組み合わせからなるロット番号、製造年⽉組み合わせが含まれ、製造業者が製造年⽉を⽴証できる表
⽰等）」とし、同じ項の⽂章外の部分に但し書きを次のように新設する。 
 

ただし、消費者が本⽂中に製造時期を知ることができる情報を⾒て製造年⽉が分からない場合は、
製造年⽉を別途表⽰し、製造年⽉を⽴証できる情報をユーザーマニュアル、包装、インターネッ
トホームページ等を通じて提供しなければならない。 

 
附則<国⽴電波研究院告⽰第 2023-00 号、2023. 00. 00.> 
第 1 条（施⾏⽇）この告⽰は告⽰した⽇から施⾏する。 
  



신ㆍ구조문대비표

현 행 개 정 안

제15조(변경사항의 범위 등) ①

영 제77조의4에 따른 적합성평가

기준과 관련된 변경사항은 다음

각호의어느하나와같다. 이경우

제4조에 따른 적합성평가기준은

변경사항과관련된해당적용기준

만을 적용할 수 있다.

제15조(변경사항의 범위 등) ① -

------------------------

------------------------

-----------------------.

------------------------

------------------------

----------------.

1. 회로의 변경(인쇄회로 포함)

이나, 구성품의 대치, 추가로

인한 변경, 부품소자의 제거,

대치, 추가로 인한 변경 또는

선택적으로 사용할 수 있도록

하는 변경의 경우(형식기호에

영향을 주지 않아야 한다.)

1. ----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------- 경우

2. 하드웨어 변경 없이 소프트

웨어를 이용하여 새로운 기능

등을 구현 또는 추가함으로써

제4조 적합성평가기준의 시험

항목이 변경되는 경우(무선기

자재의 기기부호가 추가되는

경우 외에는 형식기호를 변경

할 수 있다. 다만, 컴퓨터ㆍ스

마트폰ㆍ스마트 TV 등과 같이

일반 사용자가 다양한 소프트

2. ----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------다만---

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------



新旧照会対⽐表 
 

現⾏ 改正案 
第 15 条(変更事項の範囲等)① 
令第 77 条の 4 による適合性評価 
基準に関連する変更は、各号のいずれかと同じで
ある。 この場合第 4 条による適合性評価基準は 
変更に関連する適⽤基準のみを適⽤することがで
きる。 
1. 回路の変更（印刷回路含む）や、構成品の置
換、追加による変更、部品素⼦の除去、置換、追
加による変更⼜は選択的に使⽤できるようにする
変更の場合（形式記号に影響を与えてはならな
い。） 
2. ハードウェア変更なしにソフトウェアを利⽤し
て新機能等を実装⼜は追加することにより、第 4
条適合性評価基準の試験項⽬が変更される場合
（無線機材の機器符号が追加される場合以外は、
形式記号を変更することができる。ただし，コン
ピュータ・スマートフォン・スマートテレビなど
のように⼀般ユーザーが多様なソフトウェアを直
接インストールして運⽤できるように製造された
汎⽤情報機器は変更から除外する。） 
3. (概要)  
②〜③（略） 
 
[別表 5] 
放送通信機材等の適合性評価表⽰基準及び⽅法
（第 23 条関連） 
 
1. (概要)  
2. 表⽰⽅法  
（１）. （略）  
（２）. 適合性評価情報とは、適合性評価を受け
た者の相互（または相互名）、機材名（または製
品名）、モデル名、製造時期（製造年⽉表記）、製
造者および製造国に関する情報をいう。 ＜但し書
き新設＞ 
 
 
 
 

第 15 条(変更事項の範囲等) ①- 
------------------------------------------------ 
-----------------------。------------------------ 
----------------------------------------。 
 
 
1. 回路の変更（印刷回路含む）や、構成品の置
換、追加による変更、部品素⼦の除去、置換、追
加による変更⼜は選択的に使⽤できるようにする
変更の場合 
 
2. ハードウェア変更なしにソフトウェアを利⽤し
て新機能等を実装⼜は追加することにより、第 4
条適合性評価基準の試験項⽬が変更される場合
（ただし，コンピュータ・スマートフォン・スマ
ートテレビなどのように⼀般ユーザーが多様なソ
フトウェアを直接インストールして運⽤できるよ
うに製造された汎⽤情報機器は変更から除外す
る。） 
 
3. (現⾏と同じ) 
②〜③（現⾏と同じ） 
 
[別表 5] 
放送通信機材等の適合性評価表⽰基準及び⽅法
（第 23 条関連） 
 
1. (現⾏と同じ) 
2. (現⾏と同じ) 
（１）. （現⾏と同じ） 
（２） 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------、 
製造時期を知ることができる情報（例えば、製造
年⽉、製造年⽉の組み合わせでなされたロット番
号、製造年⽉組み合わせが含まれ、製造業者が製
造年⽉を⽴証できる表⽰など）---。 
ただし、消費者が本⽂中に製造時期を知ることが
できる情報を⾒て製造年⽉が分からない場合は、



웨어를 직접 설치하여 운용할

수 있도록 제조된 범용 정보

기기는 변경사항에서 제외한다.)

-----------------------

-----------------------

-----------------------

3. (생 략) 3. (현행과 같음)

②∼③ (생 략) ②∼③ (현행과 같음)

[별표 5]

방송통신기자재등의 적합성평가

표시기준 및 방법 (제23조 관련)

[별표 5]

방송통신기자재등의 적합성평가

표시기준 및 방법 (제23조 관련)

1. (생 략) 1. (현행과 같음)

2. 표시방법 2. (현행과 같음)

가. (생 략) 가. (현행과 같음)

나. 적합성평가정보는 적합성

평가를 받은 자의 상호(또는

상호명), 기자재 명칭(또는

제품명칭), 모델명, 제조시기

(제조연월로 표기), 제조자

및 제조국가에 대한 정보를

말한다. <단서 신설>

나. --------------------

--------------------

--------------------

----------- 제조시기를

알 수 있는 정보(예 : 제조

연월, 제조 연월 조합으로

이루어진 로트번호, 제조

연월 조합이 포함되어 제조

업자가 제조 연월을 입증

할 수 있는 표시 등)---.

다만, 소비자가본문중제조

시기를 알 수 있는 정보를

보고 제조 연월을 알 수 없

다면 제조 연월을 별도로

표시하거나 제조 연월을

입증할수있는정보를사용자



설명서, 포장, 인터넷홈페이지

등을 통해 제공하여야 한다.

다.∼차. (생 략) 다.∼차. (현행과 같음)

3. (생 략) 3. (현행과 같음)



 
 
 
 
（３）〜（１０）(略) 
3.（略） 

製造年⽉を別途表⽰したり、製造年⽉を⽴証でき
る情報をユーザーマニュアル、包装、インターネ
ットホームページ等を通じて提供しなければなら
ない。 
（３）〜（１０）(現⾏と同じ) 
3. (現⾏と同じ) 

 


